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１【提出理由】

　当社および連結子会社に対して提起された訴訟につき終結に至りましたので、金融商品取引法第24条の５第４項および企業

内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第６号および第14号の規定に基づき、臨時報告書を提出するものであります。

 

２【報告内容】

(1）当該連結子会社の名称、住所及び代表者の氏名

①　名称　　　ONKYO U.S.A. CORPORATION（現：持分法適用関連会社）

所在地　　18 PARK WAY, UPPER SADDLE RIVER, NEW JERSEY 07458, U.S.A.

代表者　　代表取締役社長　　泉谷　浩志

②　名称　　　ONKYO EUROPE ELECTRONICS GMBH

所在地　　LIEGNITZERSTRASSE 6, 82194 GROEBENZELL, GERMANY

代表者　　代表取締役社長　　宮城　謙二

③　名称　　　ONKYO (MALAYSIA) SDN. BHD.（現:ONKYO ASIA ELECTRONICS SDN. BHD.）

所在地　　NO.1, JALAN P/5, KAWASAN PERUSAHAAN SEKSYEN 13, 43650 BANDAR BARU BANGI, SELANGOR DARUL EHSAN,

MALAYSIA

代表者　　代表取締役社長　　塩塚　進

(2）当該訴訟の提起があった年月日

平成15年９月30日

(3）当該訴訟を提起した者の名称、住所及び代表者の氏名

①　名称　　　Global Technovations, Inc.

住所　　　Palm Beach Gardens, Florida, U.S.A.

代表者　　William C. Willis, Jr.

②　名称　　　Onkyo America, Inc.

住所　　　Columbus, Indiana, U.S.A.

代表者　　Kenneth Nathan

(4）当該訴訟の内容及び損害賠償請求金額

①　当該訴訟の内容

　本件訴訟はGlobal Technovations, Inc.（以下、「ＧＴＩ」といいます。）が平成12年８月に当社および連結子会社（以

下、「当社グループ」といいます。）からOnkyo America, Inc.（以下、「ＯＡＩ」といいます。）の全株式を取得したこと

に関して、ＧＴＩは当該株式取引の無効を主張し、当社グループに対して米国ミシガン州東部地区連邦破産裁判所（以下、

「破産裁判所」といいます。）に訴訟を提起し、当該譲渡対価である13百万ＵＳドルの払い戻し等を要求しました。ＧＴＩ

の主張に対し当社グループは、当該株式取引が適切な情報開示と誠実な株式売買交渉にもとづいて行われたものであると

反論致しましたが、破産裁判所はＧＴＩの主張の一部を認め、売却時のＯＡＩの価値を6.9百万ＵＳドルと認定したため、

差額である6.1百万ＵＳドルの支払いを当社グループに命じる判決を出しました。

　当社グループは上記判決を不服として、平成22年７月13日付（現地時間）で米国ミシガン州東部地区連邦地方裁判所に

控訴を提起致しましたが、その判決は第１審判決を支持する内容でした。当社グループはさらなる上級審の判断を仰ぐべ

く、平成23年４月27日付（現地時間）で米国連邦第６区巡回高等裁判所（以下、「高等裁判所」といいます。）に上告を提

起致しましたが、高等裁判所は第１審および第２審判決を支持する判決を出しました。当社グループはこの上告審判決を

精査し、当該判決内容の再考を高等裁判所に対して申し立てておりました。

②　損害賠償請求金額

13百万ＵＳドル

(5）当該訴訟の解決があった年月日

平成25年３月11日（現地時間）
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(6）当該訴訟の解決の内容及び損害賠償支払金額

①　当該訴訟の解決の内容

　当社グループが行った上告審判決内容の再考の申立ては高等裁判所に棄却されたため、当該訴訟は終結致しました。

②　損害賠償支払金額

6.1百万ＵＳドル

 

以　上
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